
�
�
�
�

前
期
赤
松
氏
に
と
っ
て
禅
宗
寺
院
が
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
論
じ
て
き
た
と
こ
ろ

で
あ
る

(

１)

。
た
だ
個
別
の
指
摘
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
全
体
像

を
前
期
赤
松
氏
の
歴
史
的
展
開
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
ま

で
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。

い
ま
だ
膨
大
な
禅
宗
史
料
の
全
体
像
を
把
握
す
る
こ
と

は
で
き
て
い
な
い
が
、
赤
松
一
門
の
構
造
に
つ
い
て
は
あ

る
程
度
見
通
し
を
得
る
こ
と
が
で
き
た

(

２)

。
ひ
ょ
う
ご
歴
史

研
究
室
赤
松
氏
と
山
城
研
究
班
も
活
動
を
終
え
る
こ
と
に

な
る
た
め
、
中
間
総
括
と
し
て
す
で
に
論
じ
た
こ
と
も
含

め
て
そ
の
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
し
た
い
。

�
�
�
	


�
�


�

�
�



�

�

建
武
三
年

(

一
三
三
六)

三
月
〜
五
月
に
か
け
て
赤
松

城

(

後
に
白
旗
城
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
に

つ
い
て
は
拙
稿
Ｂ
参
照)

に
籠
城
し
て
新
田
義
貞
軍
を
食

い
止
め
、
足
利
尊
氏
の
勝
利
に
貢
献
し
た
こ
と
で
播
磨
守

護
を
得
た
赤
松
円
心
は
、
翌
年
七
月
に
は
苔
縄
の
地
に
一

山
派
の
雪
村
友
梅
を
開
山
と
し
て
法
雲
寺
を
建
立
す
る
。

鎌
倉
末
期
に
渡
元
僧
で
あ
る
雪
村
を
外
護
し
て
い
た
の

は
、
播
磨
守
護
を
兼
任
し
て
い
た
六
波
羅
探
題
北
方
の
常

葉
範
貞
被
官
の
小
串
範
貞
で
、
播
磨
知
足
庵
で
没
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
播
磨
守
護
代
だ
っ
た
小
串
範
行
と
と
も
に
、

播
磨
と
も
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
六
波
羅
探
題

の
料
所
で
あ
っ
た
佐
用
荘
を
出
自
と
す
る
円
心
も
そ
の
系

― 5―
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大

村

拓

生



列
に
位
置
し
、
俗
名
で
あ
る
範
村
の
範
も
そ
れ
に
由
来
し

て
い
る
と
さ
れ
る

(

３)

。

そ
の
意
味
で
雪
村
を
開
山
と
す
る
法
雲
寺
の
建
立
は
、

鎌
倉
期
の
小
串
氏
と
播
磨
と
の
関
係
を
、
新
た
に
守
護
と

な
っ
た
円
心
が
継
承
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
法

雲
寺
に
は
元
弘
以
来
の
戦
没
者
を
追
悼
す
る
目
的
で
建
立

さ
れ
た
利
生
塔
が
設
け
ら
れ
、
こ
れ
ま
た
円
心
の
挙
兵
の

地
で
あ
る
苔
縄
に
相
応
し
い
も
の
だ
と
い
え
る
。
康
永
元

年

(

一
三
四
二)

八
月
の
本
尊
供
養
は
、｢

檀
越
下
洛
シ
、

一
国
馳
集
リ
、
諸
国
群
ヲ
成
テ
、
万
人
耳
目
ヲ
驚
シ
畢

(

４)｣

と
在
京
し
て
い
た
円
心
も
わ
ざ
わ
ざ
下
国
し
て
参
列
し
た

大
規
模
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

二
〇
・
二
一
頁
の
表
一
は
法
雲
寺
に
住
持
な
ど
と
し
て

在
籍
し
た
僧
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
元
号

年
を
明
記
し
て
い
な
い
も
の
は
、
本
人
も
し
く
は
詩
文
作

者
の
死
没
年
な
ど
下
限
に
挿
入
し
た
も
の
で
、
必
ず
し
も

順
序
を
示
し
て
い
な
い

(

５)

。
遺
漏
も
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
、

人
名
も
充
分
に
特
定
で
き
て
い
な
い
が
、
あ
る
程
度
の
傾

向
を
つ
か
む
こ
と
は
で
き
る
。
す
な
わ
ち
雪
村
の
後
、
同

門
の
４
聞
渓
良
聡
、
雪
村
門
弟
の
８
太
清
宗
渭
・
14
雲
渓

支
山
な
ど
一
山
派
の
僧
侶
だ
け
で
な
く
、
楊
岐
派
の
５
無

雲
義
天
・
13
春
谷
永
蘭
、
大
鑑
派
の
16
天
境
霊
致
な
ど
十

方
住
持
の
寺
院
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
門
派
の
僧
が
入
寺

し
て
い
る
。

康
暦
二
年

(

一
三
八
〇)

春
に
は
足
利
将
軍
と
密
接
な

関
係
を
築
い
た
こ
と
で
最
大
門
派
と
な
っ
た
夢
窓
派
の
24

絶
海
中
津
が
、
赤
松
氏
に
招
請
さ
れ
る
な
ど
夢
窓
派
も
少

な
か
ら
ず
み
え
る
。
播
磨
で
夢
窓
派
寺
院

(

６)

は
何
れ
も
諸
山

に
列
せ
ら
れ
た
夢
窓
疎
石
を
開
山
と
す
る
瑞
光
寺
、
春
屋

妙
葩
を
開
山
と
す
る
法
幢
寺
で
、
何
れ
も
東
播
の
多
可
郡

に
立
地
し
、
創
建
時
に
は
赤
松
氏
と
の
関
係
は
認
め
ら
れ

な
い
。
相
互
の
思
惑
が
一
致
し
た
こ
と
で
、
入
寺
に
い
た
っ

た
も
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
法
雲
寺
が
播
磨
最
大
の
禅
院
に
な
る
一
方

で
、
近
世
に
な
っ
て
か
ら
編
ま
れ
た

『

延
宝
伝
燈
録』

に

よ
る
と
、
円
心
が
も
と
も
と
開
山
に
招
い
た
の
は
円
応
寺

開
山
と
な
る
聖
一
派
の
大
卜
玄
素
で
、
大
卜
が
そ
れ
を
雪

村
に
譲
っ
た
と
あ
る
。
雪
村
側
の
伝
記
史
料
に
は
み
ら
れ

ず
、
そ
の
ま
ま
信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
鎌
倉
後
期

に
播
磨
へ
最
初
に
浸
透
し
た
の
が
聖
一
派
で
あ
る
こ
と
を

考
え
る
と

(
７)

、
円
心
と
大
卜
の
関
係
が
鎌
倉
期
に
遡
る
可
能

性
は
充
分
に
あ
り
得
る
こ
と
だ
ろ
う
。
円
応
寺
創
建
は
暦
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応
初
年
と
さ
れ
、
法
雲
寺
建
立
時
点
で
は
予
定
さ
れ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。

一
九
頁
の
表
二
は
円
応
寺
に
在
籍
し
た
僧
を
表
一
と
同

様
の
基
準
で
集
成
し
た
も
の
で
、
後
に
十
方
住
持
の
諸
山

に
位
置
づ
け
ら
れ
一
山
派
の
入
寺
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
が
、
初
期
は
聖
一
派
で
占
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
点
で

円
心
段
階
で
の
禅
僧
と
の
関
係
は
複
数
の
門
派
に
及
ん
で

い
た
こ
と
に
な
る
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

円
心
は
貞
和
六
年

(

一
三
五
〇)

正
月
に
京
で
亡
く
な

り
、
す
で
に
摂
津
守
護
に
な
っ
て
い
た
嫡
子
範
資
が
そ
の

地
位
を
継
承
す
る
が
、
同
年
一
〇
月
に
は
足
利
尊
氏
・
直

義
兄
弟
が
決
裂
し
て
観
応
の
擾
乱
が
勃
発
し
、
範
資
も
翌

年
四
月
に
病
没
す
る
。
範
資
嫡
子
は
光
範
だ
っ
た
が
、
円

心
庶
子
の
則
祐
が
七
月
に
播
磨
で
南
朝
皇
子
赤
松
宮
を
擁

立
し
て
挙
兵
し
、
一
一
月
に
は
尊
氏
と
南
朝
の
講
和
を
仲

介
し
て
頭
角
を
現
し
て
い
く
。

こ
れ
は
光
範
が
一
時
的
に
直
義
派
に
属
し
、
尊
氏
派
に

属
し
た
次
兄
貞
範
が
在
京
し
て
い
た
の
に
対
し
、
則
祐
は

そ
れ
以
前
か
ら
播
磨
に
在
国
し
て
い
た
こ
と
で
、
播
磨
武

士
の
編
制
で
優
位
に
立
て
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
尊
氏

嫡
子
の
義
詮
が
文
和
四
年

(

一
三
五
五)

二
月
に
南
朝
方

山
名
氏
に
勝
利
し
た
摂
津
神
南
合
戦
へ
の
則
祐
の
貢
献
は
、

そ
れ
を
決
定
づ
け
る
も
の
と
な
っ
た

(

８)

。

則
祐
が
雪
村
友
梅
を
開
山
と
し
て
備
前
国
新
田
荘
に
建

立
し
た
宝
林
寺
に
つ
い
て
、
焼
失
し
た
後
に
赤
松
の
地
に

再
建
さ
れ
た
の
が
文
和
四
年
春
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
を

象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
延
文
二
年(

一
三
五
七)

一
一
月
に
則
祐
と
雪
村
法
嗣
の
大
同
啓
初
の
連
名
で
定
め

ら
れ
た
宝
林
寺
規
式
に
は

(

９)

、
則
祐
の
家
嫡
が

｢

檀
那｣

と

し
て
管
領
し
、
雪
村
門
徒
を
興
行
す
る
よ
う
定
め
、
円
心

と
雪
村
と
の
関
係
を
則
祐
が
継
承
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て

い
る
。
一
八
頁
の
表
三
に
示
し
た
よ
う
に
宝
林
寺
歴
代
は

不
明
な
も
の
を
除
い
て
一
山
派
に
独
占
さ
れ
て
お
り
、
同

じ
十
刹
で
も
十
方
住
持
の
法
雲
寺
と
は
異
な
っ
て
い
た
。

さ
ら
に
一
山
派
の
僧
侶
と
関
わ
り
を
も
つ
寺
院
が
西
播

磨
各
地
に
建
立
さ
れ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
す
で
に
拙

稿
Ａ
で
全
体
を
整
理
し
、
一
九
頁
の
一
山
派
法
系
図
に
も

関
係
寺
院
を
書
き
込
ん
で
あ
る

(

大
ま
か
な
位
置
は
二
二

頁
の
地
図
に
示
し
た)

。
そ
の
詳
細
な
事
情
が
わ
か
る
の
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が
大
義
寺
で
、
延
文
元
年
に
則
祐
が
蘭
州
良
芳
を
招
き
、

｢
上
岡
郷
内
北
山
�
荒
野｣

に
伽
藍
が
営
ま
れ
た
も
の
で

あ
る

(
�)
。
上
岡
郷
主
の
北
野
氏
は
当
初
は
新
田
義
貞
に
属
し
、

蘭
州
を
頼
る
こ
と
で
赦
免
さ
れ
、｢

赤
松
一
家
安
全｣

を

祈
願
し
て
大
義
寺
と
金
剛
寺
が
蘭
州
の
門
葉
の
寺
院
と
し

て
建
立
さ
れ
た
と
い
う
。

ど
こ
ま
で
事
実
と
い
え
る
は
定
か
で
は
な
い
が
、
北
野

氏
の
赤
松
氏
へ
の
従
属
の
過
程
で
、
一
山
派
寺
院
の
建
立

が
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

蘭
州
が
春
王

(

後
の
足
利
義
満)
を
北
野
義
綱
に
託
し
て

播
磨
に
避
難
さ
せ
た
功
績
で
、
偏
諱
を
受
け
改
姓
し
た
喜

多
野
氏
は
室
町
期
に
は
在
京
奉
行
人
と
し
て
活
動
す
る
。

し
か
し
こ
の
段
階
で
は
在
国
し
て
独
自
の
基
盤
を
有
し
て

お
り
、
赤
松
則
祐
と
は
単
な
る
主
従
関
係
だ
け
で
な
く
、

一
山
派
の
門
流
を
通
じ
た
つ
な
が
り
を
も
有
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

正
庵
良
因
と
か
か
わ
る
連
城
寺
が
、
石
見
守
護
代
家
と

関
わ
っ
て
い
る
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
来
歴
の
不
明
な
寺
院

に
つ
い
て
も
、
則
祐
と
播
磨
武
士
と
の
紐
帯
を
強
め
る
役

割
を
果
た
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
南
朝

勢
力
で
あ
る
山
名
氏
と
城
山
城
・
白
旗
城
を
構
築
し
て
対

峙
し
、
長
期
の
戦
時
体
制
を
強
い
ら
れ
て
い
た
則
祐
に
と
っ

て
、
寺
院
の
建
立
は
そ
れ
を
側
面
か
ら
支
え
る
効
果
が
期

待
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

�
�
�
�
�
�
�
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貞
治
三
年

(

一
三
六
四)

八
月
、
赤
松
貞
範
の
有
し
て

い
た
美
作
守
護
が
山
名
時
義
に
引
き
渡
さ
れ
る
こ
と
で
山

名
氏
が
幕
府
に
帰
順
し
、
そ
の
代
替
措
置
か
則
祐
は
備
前

守
護
を
得
て
、
翌
年
五
月
に
上
洛
す
る

(

�)

。
こ
の
年
に

｢

赤

松
守
護
屋
形｣

が
初
め
て
見
え
在
国
拠
点
の
整
備
を
行
わ

れ
て
い
た
が
、
貞
治
六
年
九
月
に
は

｢

守
護
在
京
之
間
、

国
中
事
無
其
隠｣

｢

守
護
所
属
国
人
等
多
在
京｣

と

(

�)

、
則

祐
本
人
の
み
な
ら
ず
、
国
人
の
な
か
に
も
在
京
す
る
も
の

が
多
く
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
し
て
応
安
四
年(

一
三
七
一)

一
一
月
二
九
日
に
則
祐
は
京
都
で
没
し
、
直
前
に
上
洛
し

た
一
四
歳
の
義
則
が
家
督
を
継
承
す
る
。

し
か
し

｢

当
守
護
幼
ち
の
間
、
于
今
遅
引
無
沙
汰

(

�)｣

と

あ
る
よ
う
に
状
況
は
混
乱
し
た
ら
し
く
、
則
祐
室
の
七
条

大
方
が
後
家
と
し
て
口
入
し
、
赤
松
光
範
や
赤
松
貞
範
後

継
の
顕
則
な
ど
の
行
動
も
活
発
化
し
た

(

�)

。
義
則
の
誕
生
は
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則
祐
の
家
督
継
承
が
確
実
に
な
っ
た
後
で
、
宝
林
寺
・
赤

松
五
社
宮
な
ど
嫡
流
工
作
を
お
こ
な
っ
た
も
の
の

(

�)

、
義
則

が
す
ん
な
り
と
継
承
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
則
祐
時
代
か
ら
法
雲
寺
で
は
光
範
が
上
位
に

扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
拙
稿
Ｄ
で
指
摘
し
、
表
一
で
法
雲

寺
住
持
を
推
挙
し
て
い
る
43
・
45
・
46
赤
松
阿
波
は
七
条

流
の
満
弘
に
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
61
も
赤
松
政
則

が
死
去
し
て
、
七
条
流
か
ら
義
村
が
迎
え
ら
れ
た
時
期
で

名
目
的
に
は
義
村
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
七
条
流
と
禅
宗
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
昨
年
に

片
岡
秀
樹
氏
に
よ
り
専
論
が
公
刊
さ
れ
た

(

�)

。
赤
松
範
資
が

摂
津
守
護
を
得
た
建
武
四
年

(

一
三
三
七)
に
渡
来
僧
の

明
極
楚
俊
を
勧
請
開
山
、
そ
の
弟
子
で
後
に
法
雲
寺
住
持

も
歴
任
し
た
竺
堂
円
瞿
を
開
山
と
し
て
、
兵
庫
津
を
臨
む

摂
津
福
原
に
兵
庫
の
律
宗
寺
院
で
あ
る
中
福
寺
を
改
め
て

広
厳
寺
を
建
立
し
た
。
さ
ら
に
範
資
は
竺
堂
を
開
山
に
尼

崎
に
栖
賢
寺
を
創
建
し
、
佐
用
荘
広
岡
の
天
沢
寺
に
も
関

わ
っ
た
と
い
う
。

氏
が
範
資
を
妾
腹
の
長
子
の
根
拠
と
す
る

『

翰
林
葫
葫

蘆
集』

所
収
の
詩
文
は
則
祐
の
嫡
流
工
作
の
影
響
を
受
け

て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
光
範
の
子
息
を
満
弘
と
す
る
の

も
年
齢
差
が
あ
り
す
ぎ
て
承
伏
し
が
た
い
。
し
か
し
拙
稿

Ｂ
で
漢
詩
文
の
理
解
が
不
十
分
だ
っ
た
広
岡
に
あ
っ
た
寺

院
の
特
定
な
ど
、
七
条
流
と
禅
宗
と
の
関
係
が
詳
論
さ
れ

た
重
要
な
研
究
で
、
則
祐
流
と
は
別
個
の
禅
宗
と
の
コ
ネ

ク
シ
ョ
ン
が
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
片
岡
氏
は
根
拠
は
明
示
し
て
い
な
い
が
、
赤
松

貞
範
と
関
わ
り
を
有
す
る
赤
松
の
栖
雲
寺

(

�)

も
、
兄
範
資
の

影
響
を
受
け
て
の
明
極
の
開
山
だ
と
す
る
。
広
厳
寺
と
同

時
期
に
栖
雲
寺
が
建
立
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
が
、
永

和
戊
午
仲
夏

(

一
三
七
八)

の
年
紀
を
有
す
る
梵
鐘
に
は

｢

栖
雲
寺
住
持

�
｣

と
あ
る

(

�)

。
特
定
で
き
な
い
が

｢
｣

は
明
極
の

慧
派
が
よ
く
用
い
る
系
字
で
あ
り
、
建
武
三

年
に
没
し
た
明
極
を
勧
請
開
山
と
し
た
可
能
性
は
あ
る
。

な
お
貞
範
は
永
和
二
年(

一
三
七
六)

が
終
見
史
料
で
、

梵
鐘
の
造
立
年
は
貞
範
の
没
年
の
可
能
性
が
あ
る
。
栖
雲

寺
の
建
立
に
つ
い
て
拙
稿
Ａ
で
は
円
心
子
孫
と
し
て
の
結

集
が
は
か
ら
れ
た
と
評
価
し
た
が
、
む
し
ろ
一
山
派
と
は

異
な
る
門
流
が
選
択
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
独
自
性
を
強

調
し
た
と
み
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
建
立
年
が
則
祐
の

存
生
時
な
ら
な
お
の
こ
と
、
死
没
後
な
ら
統
制
の
弛
緩
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
表
二
に
示
し
た
円
応
寺
の
住
持
を
推
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挙
し
て
い
る
８
赤
松
伊
豆
守
も
貞
範
を
祖
と
す
る
春
日
部

流
の
貞
村
で
、
円
心
か
ら
貞
範
が
円
応
寺
の
檀
越
と
し
て

の
地
位
を
継
承
し
た
と
み
ら
れ
る
。

則
祐
の
宝
林
寺
建
立
と
一
山
派
へ
の
肩
入
れ
も
、
範
資

の
七
条
流
が
円
心
建
立
の
法
雲
寺
を
、
貞
範
の
春
日
部
流

が
円
応
寺
を
継
承
し
て
い
た
た
め
、
独
自
性
を
担
保
す
る

た
め
に
止
む
な
く
採
っ
た
手
段
と
も
い
え
な
く
も
な
い
。

円
心
遺
領
の
多
く
も
範
資
・
貞
範
に
配
分
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
、
則
祐
独
自
の
基
盤
が
乏
し
い
中
で
、
そ
れ
を
有
効

活
用
し
た
の
だ
ろ
う
。

ま
た
義
則
も
円
心
創
建
の
建
仁
寺
大
龍
庵
で
は
な
く
、

雪
村
法
嗣
の
太
清
宗
謂
の
塔
頭
で
則
祐
ら
の
先
祖
仏
事
を

営
ん
だ
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り

(

�)

、
こ
れ
も
独
自
性

の
強
調
だ
ろ
う
。
義
則
が
聖
一
派
の
一
源
会
統
と
方
外
の

交
を
結
ん
だ
と
さ
れ
る
の
も

(

�)

、
影
響
力
を
広
げ
る
と
い
う

意
図
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

も
っ
と
も
播
磨
・
備
前
の
守
護
と
い
う
地
位
は
他
の
一

門
か
ら
卓
越
す
る
も
の
で
、
義
則
は
嘉
慶
元
年

(

一
三
八

七)

一
一
月
か
ら
は
官
途
が
兵
部
少
輔
か
ら
上
総
介
に
か

わ
り

(

�)

、
翌
年
に
は
侍
所
所
司
と
い
う
幕
閣
の
要
職
の
活
動

徴
証
も
あ
る

(

�)

。
そ
し
て
拙
稿
Ｃ
に
詳
述
し
た
よ
う
に
、
一

一
月
一
七
日
に
は
義
則
本
人
が
下
向
し
て
宝
林
寺
供
養
が

行
わ
れ
て
お
り
、
則
祐
ー
義
則
と
い
う
系
譜
の
正
統
性
を

大
々
的
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
場
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
明

徳
の
乱
で
山
名
氏
が
敗
れ
る
と
、
翌
明
徳
三
年

(

一
三
九

二)

か
ら
義
則
は
美
作
守
護
も
得
て
お
り
、
そ
の
地
位
を

確
固
た
る
も
の
と
し
た
。

た
し
か
に
一
門
は
在
京
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
明
徳
三

年
八
月
二
八
日
の
相
国
寺
供
養
で
は
、
随
兵
と
し
て
義
則

弟
の
義
祐
・
時
則
が
、
帯
刀
と
し
て
同
じ
く
満
則
、
光
範

庶
子
の
在
田
則
康
・
葉
山
則
春
・
永
良
則
綱
、
春
日
部
流

の
頼
則
・
則
貞
の
名
が
み
え
る

(『

迎
陽
記』)

。
則
は
則

祐
の
偏
諱
で
、
七
条
流
嫡
流
以
外
は
そ
れ
を
受
け
て
い
る

よ
う
に
み
え
る
。
ま
た
永
良
則
綱
の
名
字
の
地
で
あ
る
永

良
荘
に
立
地
す
る
護
聖
寺
に
雪
村
法
嗣
の
雲
渓
支
山
が
入

寺
し
て
い
る
こ
と
を
拙
稿
Ｅ
で
触
れ
た
よ
う
に
、
惣
領
の

影
響
下
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。

�
�
�
�
�
�
�

	



�
さ
て
則
祐
が
在
京
し
て
以
後
は
、
守
護
当
主
、
奉
行
人
、

円
心
以
来
の
赤
松
一
門
、
侍
所
所
司
代
を
独
占
し
た
浦
上
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氏
は
在
京
が
基
本
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
東
寺
領
矢
野
荘
関
係
文
書
を
通
覧
す
る
と
、
応

永
元
年

(

一
三
九
四)

一
二
月
か
ら
、
坂
本
の
小
河
氏
が

守
護
役
の
賦
課
主
体
と
し
て
登
場
し
、
代
官
は
何
か
問
題

が
あ
れ
ば
坂
本
に
出
向
き
、
坂
本
お
よ
び
守
護
代
所

(

当

初
の
広
瀬
の
宇
野
氏
か
ら
応
永
五
年
ご
ろ
を
境
に
石
見
の

赤
松
下
野
守
家
に
変
化)

か
ら
の
賦
課
が
み
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
。
小
河
氏
は
国
衙
眼
代
職
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
か
つ
て
は
国
衙
機
能
の
継
承
者
と
認
識
さ
れ
て

い
た
が
、
近
年
の
研
究
を
総
合
す
る
と
守
護
請
さ
れ
た
国

衙
領
の
代
官
職
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う

(
�)
。
前
述
し
た
よ
う
に

則
祐
流
の
直
轄
領
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、

守
護
役
と
合
わ
せ
て
播
磨
守
護
と
し
て
の
収
益
を
管
轄
し

て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

小
河
氏
、
守
護
代
は
拙
稿
Ａ
で
取
り
あ
げ
た
正
月
儀
礼

の
実
施
を
鑑
み
る
と
、
特
別
な
軍
事
動
員
が
な
い
限
り
在

国
し
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。
こ
う
し
た
在
京
と
在
国
の

明
確
な
区
別
が
赤
松
氏
の
特
徴
で
、
戦
国
期
の

｢

赤
松
家

風
条
々
事｣

に
あ
る

｢

御
一
家
衆｣

と

｢

御
一
族
衆｣

と

い
う
家
格
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
な
か
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
一
山
派
の
太
白

真
玄
の
語
録
で
あ
る

(

�)

。
太
白
は
表
一
に
示
し
た
よ
う
に
応

永
一
三
年

(

一
四
〇
六)

六
月
に
法
雲
寺
住
持
に
任
じ
ら

れ
、
翌
一
四
年
三
月
晦
日
に
前
第
一
座
の
環
中
連
首
座
の

秉
炬
に
、
四
月
六
日
の
一
七
日
忌
に
拈
香
を
捧
げ
て
い
る
。

そ
し
て
八
月
一
日
に
は
、｢

徳
王
精
舎｣

で
行
わ
れ
た

｢

大
日
本
国
播
州
路
都
多
荘
居
住
菩
薩
戒
弟
子
孝
男
源
則

頼｣

の
母
で
あ
る
明
順
禅
尼
の
小
祥
忌
で
、
陞
座
拈
香
を

捧
げ
て
い
る
。

則
頼
に
つ
い
て
は
他
の
史
料
で
確
認
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
永
和
元
年

(

一
三
七
五)

の
矢
野
荘
に
関
す
る

一
連
の
文
書
に
よ
り

(

�)

、
当
時
の
播
磨
守
護
代
が
宇
野
備
前

権
守
祐
頼
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
の
確
実
な
終

見
は
永
徳
四
年

(

一
三
八
四)

で

(

�)

、
明
徳
四
年

(

一
三
九

三)

段
階
で
在
京
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
宇
野
遠
江
入
道

源
長
状
が

｢

西
八
郡
守
護
代
宇
野
四
郎
方｣

に
宛
て
ら
れ

て
い
る

(

��

。
宇
野
入
道
源
長
は
応
永
三
年

(

一
三
九
六)

段

階
で
神
東
郡
の
田
原
荘
代
官
と
し
て
み
え
る
が

(

�)

、
矢
野
荘

関
係
史
料
で
守
護
代
・
広
瀬
と
あ
る
の
は
宇
野
四
郎
で
、

そ
れ
を
則
頼
に
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
恐
ら
く
父

子
で
何
れ
も
則
祐
の
偏
諱
を
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
段
階
で
守
護
代
は
石
見
の
赤
松
下
野
入
道
に
交
代
し
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て
い
た
が
、
広
瀬
の
宇
野
則
頼
も
な
お
健
在
で
、
太
白
を

招
請
で
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

仏
事
が
営
ま
れ
た
の
は
、
宍
粟
市
山
崎
町
中
野
の
現
在

は
真
言
宗
寺
院
に
な
っ
て
い
る
徳
王
寺
で
、
天
文
一
〇
年

(

一
五
四
一)
の
開
基
と
伝
承
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
た
だ
し
応

安
三
年

(

一
三
七
〇)

に
播
州
宍
粟
郡
都
多
村
徳
王
寺
の

住
持
範
翁
・
性
縁
庵
主
・
心
悟
侍
者
が
、
熊
野
本
宮
の
檀

那
と
な
っ
て
い
る

(

�)

。
熊
野
信
仰
か
ら
真
言
宗
と
い
う
の
は

無
理
の
な
い
流
れ
で
、
禅
宗
と
の
関
係
は
定
か
で
は
な
い

が
、
則
頼
が
庇
護
し
て
い
た
た
め
、
太
白
も
そ
の
招
請
に

応
じ
た
も
の
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
太
白
は
、
八
月
四
日
に
は
法
雲
寺
で
宝
林
寺
都

聞
だ
っ
た
石
虎
白
公
の
一
七
日
忌
に
拈
香
を
捧
げ
、
翌
応

永
一
五
年
四
月
六
日
に
、
赤
松
義
則
嫡
夫
人
源
氏
に
よ
る

正
覚
山
金
剛
寿
院
へ
の
釈
迦
像
の
安
座
供
養
を
行
っ
て
い

る
。
書
写
円
教
寺
に
は
徳
治
三
年

(

一
三
〇
八)

に
没
し

た
東
福
寺
月
船
の
た
め
に
、
弟
子
の
了
果
が
大
勧
進
と
し

て
建
立
し
た
塔
頭
正
覚
院
が
あ
っ
た
と
い
う

(

�)

。
東
福
寺
聖

一
派
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
了
果
は
神
岡
金
剛
寺
開
山

の
仙
光
御
房
だ
と
さ
れ
、
前
述
し
た
よ
う
に
金
剛
寺
開
山

は
雪
村
法
嗣
の
蘭
州
良
芳
で
あ
る
。
了
果
の
後
に
蘭
州
が

入
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
の
金
剛
寿
院
も
そ
の
あ
た

り
と
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

続
い
て
太
白
は
、
年
月
日
未
詳
で
宝
林
寺
関
係
者
と
思

わ
れ
る

｢

大
照
弟
子
・
少
林
孫｣

だ
と
い
う
在
庵
禅
門
に

拈
香
を
捧
げ
て
い
る
が
、
前
述
の
石
虎
も
含
め
法
系
図
で

は
確
認
で
き
な
い
。
太
白
は
宝
林
寺
住
持
に
転
じ
て
い
た

よ
う
で
、
応
永
一
六
年
六
月
二
六
日
に
、
万
松
山
東
禅
寺

開
山
で
あ
る
天
琢
玄
球
の
三
十
三
年
忌
に
陞
座
を
捧
げ
て

い
る
。
東
禅
寺
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
天
琢
は
円
応
寺
開

山
の
大
朴
の
法
弟
で
自
身
も
住
持
も
務
め
た
こ
と
が
法
語

か
ら
わ
か
る
。
東
禅
寺
現
住
持
と
し
て
見
え
る
聖
選
等
の

詳
細
は
不
明
だ
が
、
聖
一
派
で
相
承
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

太
白
は
聖
一
派
関
係
者
の
仏
事
に
も
関
与
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

語
録
の
掲
載
順
は
そ
の
後
に
な
る
が
、
同
年
五
月
六
日

に
、｢

本
貫
播
磨
国
飾
東
郡
龍
峯
山
興
禅
精
舎｣

で

｢

賀

州
太
守
・
摂
備
州
刺
史
事
、
奉
菩
薩
戒
弟
子
小
寺
藤
性
応｣

の
亡
父
で
あ
る

｢

故
但
州
太
守
大
興
法
公
大
禅
定
門
三
十

三
周
忌｣

の
陞
座
に
拈
香
を
捧
げ
て
い
る
。｢

赤
松
小
寺

入
道
性
応｣
は
応
永
二
五
年
に
一
時
的
に
伏
見
宮
貞
成
親

王
に
飾
万
津
別
符
の
代
官
職
を
望
み
認
め
ら
れ
て
お
り

(

�)

、
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備
前
守
護
代
と
さ
れ
る

(

�)

。
応
永
二
三
年
八
月
一
三
日
付
で

大
山
崎
神
人
の
備
前
で
の
荏
胡
麻
商
売
へ
の
違
乱
停
止
を

命
じ
た
赤
松
義
則
の
遵
行
状

(

�)

は
、
小
寺
伊
賀
入
道
に
宛
て

ら
れ
て
お
り
、
賀
州
は
伊
賀
を
指
す
こ
と
が
わ
か
る
。
備

州
刺
史
は
守
護
代
の
こ
と
だ
ろ
う
が
、
法
語
に
よ
る
と
摂

津
・
備
前
両
国
で
武
功
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

後
期
赤
松
氏
段
階
で
は
、
御
着
段
銭
奉
行
な
ど
と
し
て

多
数
の
文
書
に
登
場
す
る
小
寺
氏
だ
が
、
前
期
赤
松
氏
段

階
の
徴
証
は
非
常
に
少
な
い
。
応
永
以
前
と
な
る
と
前
述

の
明
徳
三
年
相
国
寺
供
養
で
、
赤
松
義
祐
の
郎
党
と
し
て

小
寺
次
郎
左
衛
門
尉
則
職
が
見
え
る
の
み
で
、
こ
れ
が
性

応
の
可
能
性
が
あ
る
が
確
証
が
な
い
。
姫
路
山
城
歴
代

(

�)

で

も
但
馬
守
を
官
途
と
す
る
も
の
は
な
く
、
嘉
吉
の
乱
時
の

伊
賀
守
職
治
も
性
応
と
は
対
応
し
な
い
た
め
、
貴
重
な
史

料
と
な
る
。

興
禅
寺
は
姫
路
市
東
山
に
黄
檗
宗
寺
院
が
現
存
し
て
お

り
、
禅
宗
の
後
継
寺
院
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
。
御
着
と
も

遠
く
な
く
、
小
寺
氏
が
室
町
期
か
ら
飾
東
郡
を
拠
点
と
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
応
永
三
四
年
に
赤
松
満
祐
が
家

督
を
認
め
ら
れ
ず
播
磨
に
下
向
し
た
際
に
、
国
か
ら
の
注

進
で

｢

備
前
守
護
代
小
寺
�
小
川
等｣

は
降
参
し
た
と
さ

れ

(

�)

、
播
磨
在
国
が
基
本
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

太
白
の
播
磨
で
の
活
動
が
知
ら
れ
る
の
は
こ
こ
ま
で
だ

が
、
法
雲
寺
・
宝
林
寺
住
持
の
任
中
に
、
聖
一
派
な
ど
他

門
流
の
仏
事
に
も
参
列
す
る
と
と
も
に
、
広
瀬
宇
野
氏
・

飾
東
郡
小
寺
氏
の
よ
う
な
有
力
な
在
国
勢
力
の
招
請
に
も

応
じ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
後
期
赤
松
氏
の
復
活
す
る
と
そ
の
な
か
で
勢
力

を
ふ
る
っ
た
浦
上
則
宗
の
祖
父
美
作
入
道
は
、
美
作
篠
向

城
の
大
敵
を
破
っ
て
凱
旋
し
た
際
に
、
保
寿
寺
に
本
尊
を

安
置
し
当
家
鎮
護
の
仏
に
し
た
と
い
う

(

�)

。
こ
の
保
寿
寺
に

つ
い
て
雪
村
派
で
法
雲
寺
住
持
の
拙
叟
が
石
見
の
連
城
寺

と
と
も
に
祖
塔
と
し
て
い
た
と
も
あ
る

(

�)

。
拙
叟
の
素
性
が

は
っ
き
り
し
な
い
が
、
大
徳
寺
開
山
の
宗
峰
妙
超
を
一
族

か
ら
輩
出
し
た
浦
上
氏
も
一
山
派
と
関
係
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る

(

�)

。

こ
の
よ
う
な
一
山
派
の
僧
の
活
動
を
軸
と
し
た
関
係
は
、

門
流
・
在
国
な
ど
分
裂
的
要
素
を
は
ら
ん
だ
諸
勢
力
を
結

び
つ
け
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
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そ
の
一
方
で
赤
松
氏
は
分
裂
的
状
況
を
克
服
し
て
、
守

護
支
配
の
強
化
を
図
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

拙
稿
Ａ
で
み
た
よ
う
に
、
応
永
二
九
年

(

一
四
二
二)

に
守
護
代
は
石
見
か
ら
広
瀬
宇
野
氏
に
突
如
交
代
す
る
。

交
代
と
並
行
し
て
守
護
か
ら
守
護
代
へ
の
遵
行
状
が
少
な

く
な
り
、
幕
府
か
ら
の
遵
行
命
令
も
守
護
か
ら
在
国
奉
行

人
宛
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
在
京
奉
行
人

の
発
給
文
書
も
奉
書
形
式
か
ら
直
状
形
式
に
変
化
し
、
支

配
機
構
内
の
地
位
を
上
昇
さ
せ
て
い
っ
た
と
い
う

(

�)

。

こ
の
転
換
を
推
し
進
め
た
の
は
、
六
五
歳
に
な
っ
て
い

た
当
主
義
則
と
い
う
よ
り
、
応
永
一
八
年
に
は
す
で
に
侍

所
頭
人
と
し
て
み
え
る
赤
松
満
祐
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ

ろ
う
。
そ
の
一
方
で
石
見
守
護
代
家
の
動
静
は
全
く
わ
か

ら
な
く
な
り
、
応
仁
の
乱
時
に
突
如
赤
松
下
野
守
政
秀
が

登
場
し
、
播
磨
制
圧
を
図
り
そ
の
ま
ま
龍
野
赤
松
氏
へ
と

つ
な
が
っ
て
い
く
。
石
見
龍
源
寺
を
保
護
し
て
い
る
こ
と

か
ら
そ
の
末
裔
と
考
え
ら
れ
る
が

(

�)

、
嘉
吉
の
乱
時
の
動
静

す
ら
語
ら
れ
な
い

(

�)

。
前
述
し
た
応
永
三
四
年
の
満
祐
下
国

の
際
に
、
備
前
守
護
代
小
寺
性
応
、
坂
本
の
小
河
玄
助
が

あ
っ
さ
り
降
参
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
の
も
、
何
ら
か
の
不

協
和
音
が
あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
満
祐
下
向
時
の
兵
粮
米
徴
発
と
、
正
長
元
年

(

一

四
二
八)

八
月
に
始
ま
る
正
長
の
土
一
揆
に
触
発
さ
れ
、

同
年
一
一
月
に
は
播
磨
で
も
土
一
揆
が
発
生
す
る
。
そ
の

中
で
小
河
玄
助
は
独
断
で
徳
政
令
を
発
布
し
た
た
め
罷
免

さ
れ
、
赤
松
氏
被
官
の
櫛
橋
豊
後
入
道
伊
高
・
浦
上
備
前

入
道
珪
寿
が
在
国
奉
行
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
櫛
橋
伊
高
が

小
河
の
眼
代
を
担
っ
た
。
永
享
四
年

(

一
四
三
二)

に
は

櫛
橋
・
浦
上
に
代
わ
り
、
小
河
玄
助
が
復
帰
す
る
が
、
在

京
奉
行
人
の
筆
頭
格
で
あ
っ
た
上
原
対
馬
入
道
性
智
の
一

族
と
さ
れ
る
上
原
備
中
守
の
ペ
ア
と
な
り
、
永
享
九
年
に

は
浦
上
三
郎
が
国
の
検
断
奉
行
と
し
て
登
場
す
る

(

�)

。

先
行
研
究
は
こ
れ
を
在
国
支
配
の
強
化
と
と
ら
え
、
そ

れ
自
体
は
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
嘉
吉
の
乱

に
加
わ
っ
た
の
が
満
祐
兄
弟
の
み
で
、
籠
城
戦
す
ら
ま
ま

な
ら
ず
敗
北
し
、
広
瀬
守
護
代
宇
野
満
貴
も
あ
っ
さ
り
降

参
し
た
こ
と
を
み
る
と

(

�)

、
む
し
ろ
一
門
・
在
国
勢
力
間
の

亀
裂
を
深
め
た
結
果
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
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前
期
赤
松
氏
の
展
開
を
禅
宗
寺
院
と
の
関
係
か
ら
概
観

し
て
き
た
。
円
心
を
檀
越
と
す
る
一
山
派
雪
村
友
梅
を
開

山
と
し
十
方
住
持
の
法
雲
寺
と
、
鎌
倉
後
期
か
ら
播
磨
で

活
動
し
て
い
た
聖
一
派
の
円
応
寺
。
則
祐
に
よ
る
家
督
継

承
と
雪
村
門
流
を
保
護
し
た
宝
林
寺
、
赤
松
氏
と
主
従
関

係
を
結
ん
だ
階
層
に
よ
る
一
山
派
寺
院
の
建
立
。
義
則
の

家
督
継
承
の
一
方
で
、
法
雲
寺
を
庇
護
す
る
七
条
流
、
円

応
寺
を
庇
護
す
る
春
日
部
流
の
存
在
。
在
国
と
在
京
、
諸

門
流
な
ど
分
裂
的
要
素
と
そ
れ
を
調
和
す
る
禅
僧
の
行
動
。

在
国
支
配
の
強
化
を
は
か
る
赤
松
満
祐
と
矛
盾
の
拡
大
の

帰
結
と
し
て
の
嘉
吉
の
乱
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
禅
宗
寺
院
そ
の
も
の
が
、
一
門
の
分
裂
と

家
中
の
統
合
に
両
側
面
で
結
節
点
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
さ
て
嘉
吉
の
乱
で
義
教
殺
害
後
に
兄
満
祐
と
と
も
に

下
国
し
た
赤
松
義
雅
の
七
歳
の
息
時
勝
は
行
方
不
明
と
な

る
が
、
二
〇
歳
だ
っ
た
建
仁
寺
僧
の
天
隠
龍
沢
が
探
し
出

し
て
播
磨
に
送
り
届
け
る
。
し
か
し
す
ぐ
に
敵
軍
が
迫
り
、

交
流
の
あ
る
細
川
持
賢
を
頼
る
よ
う
伝
え
義
雅
は
切
腹
す

る
。
持
賢
は
出
家
さ
せ
る
必
要
は
な
い
と
天
隠
に
指
示
し
、

建
仁
寺
で
僧
侶
に
交
じ
っ
て
時
勝
は
保
護
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た

(

�)

。
後
に
天
隠
自
身
が
記
し
た
も
の
で
、
時
勝
の
息

が
赤
松
氏
を
再
興
す
る
政
則
に
な
る
。
赤
松
氏
が
播
磨
を

回
復
す
る
と
天
隠
は
一
門
・
家
臣
の
求
め
に
応
じ
て
仏
事

に
拈
香
を
捧
げ
、
前
期
赤
松
氏
と
後
期
赤
松
氏
を
つ
な
ぐ

貴
重
な
史
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
あ
く
ま
で
こ
れ
ら
は
そ
の
時
点
で
の
立
場
を
正

当
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
嘉
吉
の
乱
に
関
す

る
叙
述
に
も
か
な
り
の
濃
淡
が
あ
る
。
太
白
真
玄
と
同
じ

く
統
合
の
役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
し
て
、
慎
重
に
読
み

解
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
禅
宗
史
料
の
陥
穽
を
改
め
て

再
確
認
し
て
稿
を
閉
じ
た
い
。

(

１)

拙
稿
Ａ｢

揖
保
川
流
域
の
禅
院
と
石
見
守
護
代
所｣

(
『

ひ
ょ

う
ご
歴
史
研
究
室
紀
要』

二
、
二
〇
一
七
年)

、
Ｂ

｢

赤
松
氏

の
拠
点
形
成
ー
白
旗
城
・
法
雲
寺
・
宝
林
寺｣

(『

大
手
前
大

学
史
学
研
究
所
紀
要』

一
二
、
二
〇
一
七
年)

、
Ｃ

｢

在
京
守

護
期
の
赤
松
地
区
と
禅
院
の
諸
相｣

(『

ひ
ょ
う
ご
歴
史
研
究

室
紀
要』

三
、
二
〇
一
八
年)

。

(

２)

拙
稿
Ｄ

｢

南
北
朝
期
赤
松
一
族
の
動
向
と
赤
松
地
区｣

(『

ひ
ょ
う
ご
歴
史
研
究
室
紀
要』

五
、
二
〇
二
〇
年)

、
Ｅ
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｢

室
町
期
赤
松
一
門
の
構
造｣

(『

同』

七
、
二
〇
二
二
年)

。

(
３)

依
藤
保

｢

赤
松
円
心
試
論
ー
悪
党
的
商
人
像
見
直
し
の
た

め
の
ノ
ー
ト
ー｣

(『

歴
史
と
神
戸』

二
二
四
、
二
〇
〇
一
年)

、

市
沢
哲

｢

一
四
世
紀
の
内
乱
と
赤
松
氏
の
台
頭｣

(『

大
手
前

大
学
史
学
研
究
所
紀
要』

一
二
、
二
〇
一
七
年)

。

(

４)
｢

峯
相
記｣

(『

兵
庫
県
史
史
料
編』

中
世
四
、
寺
社
縁
起
類

播
磨
国
一)
。

(

５)

玉
村
竹
二
編

『
五
山
文
学
新
集』

の
解
説
、
同
編

『

五
山

禅
林
宗
派
図』

(

思
文
閣
出
版
、
一
九
八
五
年)

・

『

五
山
禅

僧
伝
記
集
成
新
装
版』

(
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
三
年)

を
参

照
し
た
。

(

６)
『

扶
桑
五
山
記』

。

(

７)

原
田
正
俊

｢

播
磨
国
に
お
け
る
禅
宗
の
発
展｣

(『

日
本
中

世
の
禅
宗
と
社
会』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年)

。

(

８)

以
上
、
前
田
徹

｢

観
応
の
擾
乱
と
赤
松
則
祐｣

(『

中
世
後

期
播
磨
の
国
人
と
赤
松
氏』

清
文
堂
、
二
〇
二
一
年
、
初
出

は
二
〇
一
二
年)

、
拙
稿
Ｂ
・
Ｄ
参
照
。

(

９)
『

兵
庫
県
史
史
料
編』

中
世
三
、
宝
林
寺
文
書
一
。

(

10)
｢

弘
宗
定
智
禅
師
語
録｣

(『

続
群
書
類
従』

九
下)

・｢
喜
多

野
天
用
性
公
居
士
三
十
三
年
拈
香｣

(｢

翠
竹
真
如
集｣
二

『

五
山
文
学
新
集』

五)

。

(

11)
『

師
守
記』

貞
治
四
年
五
月
一
八
日
条
。

(

12)
｢

学
衆
評
定
引
付｣

貞
治
五
年
九
月
一
八
日
条

(『

相
生
市

史』

七
、
引
付
集
二
九)

。

(

13)

応
永
四
年
四
月
日

｢

播
磨
国
酒
見
寺
雑
掌
申
状
案｣

(『

兵

庫
県
史
史
料
編』

中
世
七
、
醍
醐
寺
文
書
七
四)

。

(

14)

拙
稿
Ｄ
。
則
祐
室
に
つ
い
て
は
、
熱
田
公

｢

播
磨
国
矢
野

荘
と

『

守
護
所
縁
女
性』

た
ち｣

(『

塵
界』

九
、
兵
庫
県
立

歴
史
博
物
館
、
一
九
九
七
年)

も
参
照
。

(

15)

拙
稿
Ａ
。
則
祐
が
意
図
的
に
子
息
を
儲
け
て
い
な
か
っ
た

と
、
前
田
前
掲
論
文
は
指
摘
し
て
い
る
。

(

16)

片
岡
秀
樹

｢

七
条
赤
松
氏
と
禅
宗
ー
摂
津
の
広
厳
寺
と
栖

賢
寺
ー｣

(『

歴
史
と
神
戸』

六
一
ー
三
、
二
〇
二
二
年)

。

(

17)

上
郡
町
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
確
認
調
査
が
実
施
さ
れ
て

お
り
、
島
田
拓

｢

上
郡
町
域
の
赤
松
氏
関
連
遺
跡
の
調
査
成

果｣
(『

ひ
ょ
う
ご
歴
史
研
究
室
紀
要』

二
、
二
〇
一
七
年)

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

(

18)

香
取
忠
彦

｢

東
京
国
立
博
物
館
の
二
口
の
梵
鐘
を
中
心
と

し
て
ー
資
料
紹
介
ー｣

(『

Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ』

二
二
一
、
一
九

六
九
年)

。
兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館

『

赤
松
円
心
・
則
祐』

(

二
〇
一
二
年)

資
料
・
作
品
解
説
一
二
九
。

(

19)

山
田
徹

｢

大
名
家
の
追
善
仏
事
と
禅
宗
寺
院｣

(

早
島
大
祐

編

『

中
近
世
武
家
菩
提
寺
の
研
究』

小
さ
子
社
、
二
〇
一
九

年)

。

(

20)

前
掲

『

五
山
禅
僧
伝
記
集
成
新
装
版』

。

(

21)

初
見
は
、
嘉
慶
元
年
一
一
月
七
日

｢

室
町
幕
府
御
教
書
案｣

(『

相
生
市
史』

八
下
、
九
二
一
ー
三
、
東
寺
百
合
文
書
ユ
六

八)

。
(

22)
今
谷
明

｢

増
訂

室
町
幕
府
侍
所
頭
人
並
山
城
守
護
補
任

沿
革
考
証
考｣

(『

守
護
領
国
支
配
機
構
の
研
究』

法
政
大
学

出
版
局
、
一
九
八
六
年)

に
依
る
と
、
嘉
慶
二
年
四
月
一
〇

日
の
発
給
文
書
が
あ
り
、
同
年
八
月
一
七
日
に
は
土
岐
満
貞
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に
移
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
翌
年
の
康
応
元
年
五
月
一
日
に

再
び
義
則
が
み
え
る
。

(
23)
市
沢
哲

｢

伏
見
宮
家
の
経
営
と
播
磨
国
国
衙
領
ー

『

徴
古

雑
抄』

所
収

『

播
磨
国
国
衙
領
目
録』

の
研
究｣

(『

中
世
公

家
政
治
史
の
研
究』

校
倉
書
房
、
二
〇
一
一
年)

・
馬
田
綾
子

｢

赤
松
氏
の
領
国
支
配
と
国
衙
ー

『

国
衙
眼
代』

小
河
氏
を
め

ぐ
っ
て
ー｣

(『
大
手
前
大
学
史
学
研
究
所
紀
要』

一
二
、
二

〇
一
七
年)

。

(

24)

内
閣
文
庫
一
九
三
ー
〇
四
六
四

｢

太
白
和
尚
語
録｣

。

(

25)
｢

人
夫
役
文
書
案｣

(『
相
生
市
史』

八
上
、
三
八
〇
ー
一
〜

七
、
東
寺
百
合
文
書
よ
六
〇)
。

(

26)
『

相
生
市
史』

八
上
、
四
三
八
ー
一
六
。
東
寺
百
合
文
書
ウ

五
七
。

(

27)
｢

二
十
一
口
方
評
定
引
付｣

応
永
元
年
正
月
二
四
日
条

(『

相
生
市
史』

七
、
引
付
集
五
五)

。

(

28)

応
永
三
年
四
月
日

｢

九
条
経
教
遺
誡｣

(『
九
条
家
文
書』)

。

(

29)

中
野
村

(

日
本
歴
史
地
名
大
系
ジ
ャ
パ
ナ
レ
ッ
ジ
版)

。
(

30)

応
安
三
年
八
月
七
日

｢

播
磨
国
宍
粟
郡
徳
王
寺
檀
那
願
文｣

(『

兵
庫
県
史
史
料
編』

中
世
七
、
熊
野
本
宮
大
社
文
書
五)
。

(

31)
｢

�
拾
集｣
(『

兵
庫
県
史
史
料
編』

中
世
四
、
寺
社
縁
起
類

播
磨
国
六)

。

(

32)
『

看
聞
日
記』

応
永
二
五
年
四
月
五
日
・
五
月
二
六
日
条
。

(

33)
｢

飾
磨
津
別
符
由
来
書｣

(『

鹿
王
院
文
書
の
研
究』

三
八
四)

。

(

34)

離
宮
八
幡
宮
文
書
九
三

(『

大
山
崎
町
史
史
料
編』)

。

(

35)

大
村
・
小
林
基
伸

｢『

赤
松
家
播
備
作
城
記』

ー
解
説
と
翻

刻
ー｣

(『

ひ
ょ
う
ご
歴
史
研
究
室
紀
要』

二
、
二
〇
一
七
年)

。

(

36)
『

満
済
准
后
日
記』

応
永
三
四
年
一
〇
月
二
九
日
条
。

(

37)
『

蔭
涼
軒
日
録』

長
享
二
年
正
月
一
三
日
条
。

(

38)
｢

黙
雲
集｣

(『

五
山
文
学
新
集』

五)

。

(

39)

浦
上
氏
の
最
新
研
究
と
し
て
、
畑
和
良

｢

浦
上
氏
の
歴
史｣
(『

浦
上
家
の
歴
史』

浦
上
家
史
編
纂
委
員
会
、
二
〇
二
一
年)

が
あ
る
。

(

40)

三
宅
克
広

｢

播
磨
守
護
赤
松
氏
奉
行
人
の
機
能
に
関
す
る

一
考
察｣

(『

古
文
書
研
究』

二
八
、
一
九
八
七
年)

・｢

守
護

奉
行
人
奉
書
に
関
す
る
基
礎
的
考
察｣

(『

法
政
史
学』

四
〇
、

一
九
八
八
年)

。
西
面
亜
希
子

｢

播
磨
守
護
赤
松
氏
の
支
配
機

構
ー
嘉
吉
の
乱
以
前
を
中
心
に
ー｣

(『

神
女
大
史
学』

二
二
、

二
〇
〇
五
年)

。

(

41)
｢

龍
源
寺
文
渓
禅
師
像
賛｣

(｢

翠
竹
真
如
集｣

二
、『

五
山

文
学
新
集』

五)

。

(

42)
｢

赤
松
野
州
政
秀
公
寿
像
賛｣

(

同
前)

。

(

43)

伊
藤
邦
彦

｢

播
磨
守
護
赤
松
氏
の
〈
領
国
〉
支
配｣

(『

鎌

倉
幕
府
守
護
の
基
礎
的
研
究
【
論
考
編
】』

岩
田
書
院
、
二

〇
一
〇
年
、
初
出
は
一
九
七
三
年)

・
川
岡
勉

｢

赤
松
氏
の
分

国
支
配
と
播
磨
土
一
揆｣

(

矢
田
俊
文
編

『

戦
国
期
の
権
力
と

文
書』

高
志
書
院
、
二
〇
〇
四
年)

・
前
掲
西
面
論
文
。

(

44)
『

建
内
記』

嘉
吉
元
年
九
月
二
六
日
条
。

(
45)

｢

慶
徳
院
勝
岳
尊
公
大
禅
定
門
廿
五
年
忌
拈
香｣

(｢

黙
雲
稿

(
異
本)｣

、『

五
山
文
学
新
集』

五)

。
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